
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

令和８年４月１６日（木） 

時 間 １５：００～ 

場 所 ４階 多目的室                        
 
 

◆ 会場では冊子版を配布いたします 

令和８年（202６）年度 



 

 

            

 

       令和８年度    ＰＴＡ総会次第 

 

                                

  

 

                        

    １  開会の言葉 

 

    ２  会長挨拶 

 

    ３  学校長挨拶 

 

    ４  新任教師の紹介 

 

    ５  議長選出 

 

    ６  議事 

 

① 令和７年度ＰＴＡ事業報告 

② 令和７年度ＰＴＡ会計決算報告 

ア  ＰＴＡ一般会計 

イ  ＰＴＡ特別会計 

ウ  ＰＴＡ教育活動助成費 

③ 令和７年度監査報告 

④ 令和８年度ＰＴＡ運営方針案 

⑤ 令和８年度会計予算案 

ア  ＰＴＡ一般会計 

イ  ＰＴＡ特別会計 

ウ  ＰＴＡ教育活動助成費 

⑥ 令和８年度役員選出について 

⑦ ＰＴＡ共済制度について 

⑧ その他 

              

    ７  議長退任 

 

    ８  新旧役員挨拶 

 

    ９  連絡・その他 

 

   １０  閉会の言葉 
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令和７年度 PTA 事業報告 

1. 役員会 

役員会                      ５/2(金)・７/１０(木)・１0/1６(木) 

12/1０(水)・3/５（木） 

事務局便り発行                ５/７(水)・１0/１７(金)・３/６(金) 

友愛セール（バザー）             ９/２６(金) 

広報紙発行                   12/１５(月)  

標準服リサイクル販売会             2/12(木) 

卒業記念品贈呈                 3/1３(金) 

 

2. 白石区 PTA 連合会 

 

総会＆懇親交流会                   ５/１５(木) 

委員全体会                    5/2７(火) 

代表者会議                   7/３(木)・12/1１(木) 

Kitara で光ろう！Part２６           9/２７(土) 

第 7２回日本ＰＴＡ北海道ブロック研究大会稚内大会   10/４(土)・５(日) 

札幌市 PTA 協議会研修セミナー         11/９(日) 

交通安全/健全育成標語コンクール表彰式     11/２２(土) 

新たなる出発のつどい（新年交歓会）        1/２７(火) 

 

3. おやじの会 

 

校内蛍光灯清掃                          ６/１６(日)  

友愛セール（野菜販売）                    ９/２６(金) 

バレー部交流会                        １２/１４(日) 

合格祈願雪像造り                 2/８(日)・ ３/１(日) 







  

 

令和８年度   札 幌 市 立 柏 丘 中 学 校 ＰＴＡ 運 営 方 針（案） 
 

 

１    基本方針 
 
        PTA会則 第２条に定められている会の目的を活動の基本理念として、教師・保護者 

相互の意識の向上と連帯を深め、新たな時代に即したPTA活動の創造とその推進に努め 
る。 

 
２    活動の重点 
 
         会員は、以下の活動を通じて基本方針の実現に向けて努力するものであり、特にPTA 
    活動の活性化に重点を置くものとする。 
 
                  １  学校行事に積極的に参加する活動の推進 
                  ２  「柏丘中学校憲章」を支える活動 
                  ３  子どもに声をかけ、子どもとの会話を深める活動 
                  ４  集会、広報、研修を通じての意識の高揚 
                  ５  会員自らが積極的に参画する会活動  （ボランティア活動への参加） 
                  ６  「おやじの会」との連携の強化 
                  ７  地域関係団体との連携 
                  ８  白石区Ｐ連との連携 
     
     
３    活動計画 
 
          学級代表及び白石区P連委員の活動は、基本方針・活動の重点にそった活動計画のも

とに、具体的な実践を通して、学校教育との連携を深めると共に地域と学校を結ぶ活動
を推進する。 

 
 

［学級代表］ ・ 友愛セール 
・ ベルマーク活動 
・ 標準服リサイクル販売 
・ その他 
 

 
      ［白石区P連委員］  ・白石区P連（キタラ・研修・広報・健全育成）各委員会への

参加 

 

 

 

 

 

※以下の活動に関しましては昨年度に引き続き役員会にて行う予定です。 

 

 

・ 標準服リサイクル販売運営  

・ 広報紙の編集／発行  

・ ベルマーク活動運営  

・ 友愛セール運営  

・ 白石神社祭巡視 

 

・ 春季グラウンド雪割実施(今年度新たな企画です) 

 

４ 



Ｐ  Ｔ  Ａ 会   則 

 
第 １ 章  名  称 

 第１条  この会は札幌市立柏丘中学校 保護者と先生の会（ＰＴＡ）といい、事務局を同校内におく。 
 

第 ２ 章   目  的 
 第２条   この会は保護者と教師が相互に理解協力して、家庭と社会における生徒の健全な育成と福祉の増進 

を期することを目的とする。 
 

第 ３ 章   事  業 
 第３条   この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 
          １．会員の教養をたかめ、相互の理解と親和をはかること。 
          ２．生徒の福利厚生、保健体育に関すること。 
          ３．生徒の教育を中心とする研修懇談と活動に関すること。 
          ４．学校における教育環境の美化整備に関すること。 
          ５．目的達成のための必要な広報活動に関すること。 
          ６．生徒と会員の表彰、慶弔に関すること。 
          ７．その他必要と認められる事項。 
 

第 ４ 章   会  員 
 第４条   この会の会員は次の通りとする。 
          １．本校に在籍する生徒の保護者、又はこれに代わる人（以下保護者と称す）。 
          ２．本校に勤務する教師。 
          ３．この会の会員は札幌市ＰＴＡ連絡協議会及び日本ＰＴＡ全国協議会の会員となる。 
 

第 ５ 章   経  理 
 第５条   この会の会計は次の通りとする。 
          １．一般会計  会費、市の補助金及びその他の収入による。 
          ２．特別会計  事業収入、雑収入等による。  
第６条   会費、助成会費の額は総会で決定する。 
第７条   会計年度は毎年４月１日に始まって３月３１日に終わる。 

 
第 ６ 章    役  員 

 第８条   この会に次の役員を置く。 
          １．会長        １名（保護者） 
          ２．副会長      若干名（保護者２名以上 教師１名） 
          ３．会計        ２名（保護者１名 教師１名） 
          ４．事務局長    １名（教師） 
          ５．事務局次長  若干名（保護者１名以上） 
          ６．監事        ２名（保護者） 
第９条   役員は総会で選出し、任期は１年とする。ただし、再任は妨げない。その任期中において欠員を生じ 

たときは、役員会において補欠選出し、任期は前任者の残任期間とする。 
第１０条 役員の任務は次の通りとする。 

１．会長はこの会を代表し、会務を統括する。 
２．副会長は会長を補佐し、会長不在のとき、これにかわる。 

     ３．会計はこの会の会計を司る。 
     ４．事務局長は会計と共に会計を司り、会の運営の原案の作成と会の庶務的事務を処理する。 
        事務局には局員を若干名置くことができる。 

５．事務局次長は事務局長を補佐し、会の諸会議の書記を行うとともに会の庶務及び会務全般の遂行に

助力する。 
第１１条  会長は必要によっては、総会の議を経て顧問をおくことができる。 

           学校長はこの会の顧問となり、すべての会に出席し助言することができる。 
 
 



 
第 ７ 章   機  関

 第１２条  総会は定期総会と臨時総会とにわけ、全会員の参集を求める。 
          《定期総会》毎年４月に会長はこれを招集し、次の事項を審議し決定する。 
          １．事業及び決算報告。        ２．事業計画及び予算。 
          ３．会則の改廃。              ４．役員の選出。 
          ５．その他必要と認めた事項。 
          《臨時総会》会長が必要と認めたとき、又は会員の 10 分の１以上の要求があったときは、会長は臨時

総会を開かなければならない。 
第１３条  役員会は全役員で構成し、次期総会までの中間決議機関として、次の事業を審議する。 
          １．補正更正予算の審議。     ２．補欠役員の選出。 
          ３．細則の制定改廃。        ４．特別事業の審議。 
          ５．その他総会での委任された事項の処理。 
第１４条 本会には学級代表をおく。 

学級代表及び担当教師は、諸事項の審議と処理にあたり審議事項運営の企画立案事項を処理する。 
第１５条  本会のすべての会議の議決は出席者の過半数で決め（第 18 条を除く） 、可否同数のときは、議長が

決するものとする。 
 

    第 ８ 章   代 表 の 選 出 
 第１６条  学級代表の選出は次のようにする。 

各学級の会員は学級毎に各 1～2 名学級代表を選出する。区Ｐ連委員は、全会員から各委員を選出する。    
      

第 ９ 章    細  則 
 第１７条  本会の運営に関し、必要な細則は、この会則に反しない限りにおいて、総会の議を経て制定し、又は

改廃することができる。 
 

第 １０ 章  改  正 
 第１８条 本会則の改正は役員会が発議し、総会の承認を経なければならない。 

この承認は出席会員の３分の２以上の賛成が必要である。 
 

第 １１ 章   付  則 
第１９条 この会則は  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭和50年３月18日  改正 

昭和54年 4月 21日  改正 

昭和58年 4月 20日  改正 

昭和59年 4月 20日  改正 

昭和61年 4月 19日  改正 

昭和63年 4月 23日  改正 

平成 ４年4月 25日  改正 

平成14年３月 ７日  改正 

平成19年 4月 19日  改正 

平成29年 4月 12日  改正 

令和 ４年4月 15日  改正 

令和 7年 4月 15 日  改正 

昭和 37年１月  1 日より実施 

昭和 39年４月  1 日  改正 

昭和 41年４月  1 日  改正 

昭和 43年４月  1 日  改正 

昭和 46年４月  1 日  改正 

昭和 49年４月  1 日  改正 



 
 

役 員 選 考 委 員 会 細 則 
  
第１条 この会の役員及び顧問を選考するため、会則第 17 条によりこの細則を定める。 
第２条 役員の選出にあたっては、役員選考委員会（以下、選考委員会という）を組織し、全会員の中より役員

を選考し、本人の同意を得たうえで総会に報告し、承認を受けなければならない。 
第３条    前条の業務を達成するために、次の委員により選考委員会を構成する。 
          １．学級代表より 
          ２．教師より副会長（教頭）    
          ⒊．事務局長 

若干名 計 若干名 
１名  計   １名 
１名 計   １名 

第４条  選考委員会は委員の互選により、正副委員長（正１名、副 2 名）を選出する。 
第５条    委員長は委員会を代表し、委員会を統括する。 

副委員長は委員長を補佐するとともに委員長事故あるときは、これを代行する。 
第６条    委員は総会の承認があるまで、選考内容・候補者等を外部にもらしてはならない。 
第７条    委員会は１２月に結成し、３月末までに選考を終了し、本人の同意を得て４月の定例総会に報告し、

役員の就任と同時に解散する。 
第８条   この細則は 昭和49年4月 1日より実施    平成 4年6月13日    改正 

昭和59年4月19日    改正    平成 8年4月19日    改正 
平成元年1月28日    改正    令和 4年4月15日    改正 

令和 7年４月15日  改正 
 

慶  弔  細  則 
  
第１条   本会員の慶弔については次に定める基準により行うものとする。 
          １．表彰状、感謝状の贈呈。 
              会長は必要に応じて役員会の議を経て、表彰状又は感謝状を贈ることができる。 
          ２．弔慰金 
              イ  本校生徒及び父母又はこれに代わる者が死亡したとき。・・・・・・￥10.000 
              ロ  本校に勤務する教職員が死亡したとき。・・・・・・・・・・・・・￥10.000 
              ハ  その他必要と認められたときは、役員会の議を経て弔慰することができる。 
          ３．弔慰・見舞金 
              会長が必要あるときは役員会の議を経て、弔慰見舞金等を贈ることができる。 
第２条    前条の２項並びに３項の実施については、役員会において決定する。 
第３条    この細則は平成 25 年 4 月 18 日より実施     令和 7 年４月 15 日 改正 
 
 

会 計 細 則 

 
第 1 条  この会の教育活動助成金会計については、次に定める基準により執行するものとする。 
          １. 選手派遣助成金は、中体連全道・全国大会選手派遣の助成にあてる。 
       ①請求費用の 6 割はこの助成金から、4 割は振興会の支出を基本とする。 
       ②その年度の積立残金や支出額により、①の割合は振興会と協議し決定する。 
       ③選手派遣助成金の残金は繰り越さず、別枠の選手派遣助成備蓄金に繰り入れる。 

２. 校外活動助成費は部活動振興会及び、おやじの会等への助成金とする。 
       ①この助成金は選手派遣助成金とは別途、部活動振興会へ校外活動助成金として振り分ける。 
        （上記１.①の６割には含まれない） 
     ３. 選手派遣助成備蓄金については、中体連全道・全国大会の他、役員会の承認を得て、これに 
       相当する全道・全国大会選手派遣の助成にあてる。助成の割合は、中体連に準じる。 
 
第２条  この細則は平成 26 年４月 17 日より実施     令和７年４月 15 日 改正  
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役員選考委員

柏丘中学校PTA

総　会

（キタラ・研修・広報・健全育成）

全会員 最高議決機関

全般の検討と調整
＊役員＊顧問＊事務局

事務局

役員会顧　問　学校長

学級代表 白石区PTA連合会










